
経営相談事業とは�

■中小・中堅建設業者の経営基盤強化等を図るため、関連
するサービスを建設業者が１カ所でまとめて受けられる「建

設業総合相談受付窓口」が、国土交通省
の各地方整備局等、各都道府県の建設
業協会等に設置されています。（Ｐ50の

お問い合わせ先を参照）�
■相談受付窓口では、相談の内容に対応して、関連する資
料の提供や相談窓口の紹介を行うほか、相談者（建設業者）
が経営上の個別・具体的な相談を希望する場合には、「建
設業経営支援アドバイザー」を派遣しています。�

利用方法�

経営方針・�
経営戦略の�
相談をしたい�

財務・資金調達�
などの相談を�
したい�

経営が�
思うように�
いかない�

助成金や�
支援制度を�
活用したい�

TEL�
FAX�

インターネット�

新しい事業に�
チャレンジ�
したい�

個別経営相談を�
したい！�
�

中小・中堅�
建設業者�

建設業経営支援�
アドバイザー�
中小企業診断士や�
税理士等の有資格者�

建設業総合相談�
受付窓口�

関係省庁�
派　遣�

相談対応依頼�

情報・資料提供�

経営相談・�
問い合わせ・申し込み�

※建設業経営支援ア
ドバイザーには守秘
義務があります。ま
た相談内容を業務
目的以外に使用す
ることは一切ありま
せんので、自社経営
改善を図るためお気
軽にご利用ください。�

P50を�
ご覧下さい�

3時間程度の面接を
2回まで無料でご利
用いただけます。�

「建設業総合相談�
受付窓口」に申込�
（電話、ＦＡＸ、イン�
ターネット）�

�

貴社にアドバイザー�
が訪問・相談�

FAXや�
インターネット等�
で申し込むだけ�

経営専門家・外部専門家の活用�

ワンストップ�
サービスセンター�
事業とは？�
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